
平成18年6月23日

大　　阪　　府

大阪府苅田住宅民活プロジェクト

入札説明書に関する質問に対する回答

○この質問は、平成18年5月31日（水）から6月9日（金）までの間で受け付けた入札説明書に関する質問に対する回答を公表するものです。
○合計で4件のご質問を頂きました。
○また、回答作成に当たり、質問の順序については編集しておりますので、質問者毎の並びになっておりません。



資料名 頁 項目

1
別添資料④
様式集 ‐18‐ 入居者移転支援実費の内訳

共益費について、記載されていません。近隣相場では1万円内外必要と思わ
れますが、共益費は家賃上限8万円に含まれているのでしょうか。

要求水準書2頁に記載している通り、共益費は仮移転者の負担のため、上限家賃
には含みません。従って、共益費は入札価格には含みません。

2
別添資料④
様式集

‐35‐ 民間施設等整備費

下段　注）の最後のところの、直近３年分の貸借対照表および損益計算書
ですが、過去３年以内に会社を合併し、合併会社の資産の大半が存続会社
のもので、合併時に資本金の増減もない場合、添付するのは、存続会社の
ものだけでよろしいでしょうか。

合併前の会社の貸借対照表、損益計算書も添付して下さい。

3
要求水準書(府営
住宅整備・用地活
用編)（別紙1）

9、10 （１）建築-集会所の水準

集会室、湯沸室の設備としてガスコックが記載されておりますが、要求水
準書に記載されている性能又は維持すべき水準等を満たすことが可能な仕
様であれば、電化で提案することは可能と考えますが、いかがでしょう
か。

府の維持管理費（事業終了後の維持管理、修繕費負担を含む）及び集会所の電
気代負担がガス方式と同等以下となる条件を満たされる提案は可とします。た
だし、入札時に条件を満たす説明資料を提出していただき、条件をクリアでき
ているかどうかを府が判断します。

4
添付図②
及び③

事業用地現況図及び事業用
地求積図

（１）活用用地西側に通路らしきものがあるが、（求積図７６－１０と７
７－１の間）この部分の建築基準法上の取り扱いについてどのようになっ
ているのでしょうか。
（２）府営住宅敷地部分の認定道路廃止部分の西側（求積図７９－１と８
１－３の間）の建築基準法上の取り扱いについてどのようになっているの
でしょうか。

（１）（２）区域とも市道認定区域（建築基準法第42条第1項第1号）となって
います。認定の所管は、大阪市建設局管理部管理課です。
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